


下記の図のように分類されます。多くの割合を占める「現物給付」は、医療機関や薬局
等を受診した際にかかった医療費に相当します。マイナ保険証等のご提示により、総
医療費の3割分（2割分）は自己負担分として受診された方にご負担いただき、その残
りを保険からお支払いしています。
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